
特殊車両の取り締まりを実施しました
10月5日（木）、八戸ＪＣＴ駐車帯において、特殊車両の取り締まり
を実施しました。

特殊車両通行許可証の携帯等を確認します。 長さ等の測定

車両の幅、長さ、高さ

車両の最小回転半径 車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

特殊車両の取り締まりは、特殊車両の走行により道路へ悪影響を
およぼさないように行っています。

特殊車両とは？
構造が特殊である車両や輸送する貨物が特殊な車両で一般的制限値を超えたり、橋、高架、
トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両といいます。

いずれかの
一般的制限値を
超える場合は、

特殊車両通行許可証
が必要です！
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